別記様式第２号（第8条関係）

誓約書

[bookmark: _GoBack]　福知山市先端設備等導入支援金の支給を申請するに当たり、下記の内容について誓約します。この誓約書に係る内容が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることになっても、異議は一切申し立てません。

記
１　交付対象者の要件を満たしていること。
（１）福知山市内に主たる事業所のある中小企業者であること。
（２）令和８年４月１日以前から事業を開始しており、今後も事業を継続する意思があること。
（３）中小企業等経営強化法第５２条の規定により先端設備等導入計画に係る本市の認定を受けていること。

２　不交付要件に該当しないこと。
（１）法人税法（昭和４０年法律第３４号）別表第１に規定する公共法人
（２）風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う者
（３）宗教上の組織又は団体
（４）政治団体
（５）過去に支援金の交付を受けた者
（６）福知山市暴力団排除条例（平成２４年福知山市条例第１７号）第２条第３号に規定する暴力団又は同条第４号に規定する暴力団密接関係者
（７）前各号に掲げるもののほか、交付金の趣旨に照らして適当でないと市長が判断するもの

３　申請書類記載事項及び証拠書類等の内容が虚偽でないこと。

４　市の関係書類の提出依頼、経営状況のヒアリング、アンケート調査等に応じること。

５　交付要件の確認、不正受給等の確認の必要がある場合には、事情等の聴取に応じること。

６　交付が取消しとなった場合には、規定に従い支援金の返還等を行うこと。

７　暴力団排除に関する下記の事項について誓約すること。
（１）代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等は、福知山市暴力団排除条例（平成２４年福知山市条例第１７号）第２条第３号に規定する暴力団員等又は同条第４号に規定する暴力団密接関係者に該当せず、かつ、将来にわたって該当しない。
（２）上記の暴力団員等又は暴力団密接関係者が、経営に事実上参画していない。

８　福知山市先端設備等導入支援金交付要綱に従うこと。


年　　　月　　　日　　　　　
福知山市長　様
住　　　所　
企業名
代表者職名・氏名　　
